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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年９月15日付をもって提出しました「三井住友・ＤＣ年金日本債券インデックス・ファンド」の有価

証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、平成24年３月16日に半期報告書を提出したことに伴

う関係情報の更新、その他訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書により訂正を行うものです。

Ⅱ．【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿＿＿は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

イ　当ファンドの関係法人とその役割

（　略　）

（ロ）受託会社　「中央三井アセット信託銀行株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日

本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、

その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

（ハ）販売会社

（　略　）

※　当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。

（　略　）

ロ　委託会社の概況
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（イ）資本金の額

2,000百万円（平成23年７月29日現在）

（　略　）

（ハ）大株主の状況

（平成23年７月29日現在）

名称 住所
所有

株式数

比率

（％）

住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35号 7,056 40.0

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 4,851 27.5

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 4,851 27.5

三井生命保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目１番１号 882 5.0
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＜訂正後＞

イ　当ファンドの関係法人とその役割

（　略　）

（ロ）受託会社　「中央三井アセット信託銀行株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日

本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、

その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

ただし、関係当局の認可等を前提に、平成24年４月１日付で中央三井信託銀行株式会社および住友信託銀

行株式会社と合併し、新商号を三井住友信託銀行株式会社とする予定です。

（ハ）販売会社

（　略　）

※　当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。

（　略　）

ロ　委託会社の概況

（イ）資本金の額

2,000百万円（平成24年１月31日現在）

（　略　）

（ハ）大株主の状況

（平成24年１月31日現在）

名称 住所
所有

株式数

比率

（％）

住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35号 7,056 40.0

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 4,851 27.5

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 4,851 27.5

三井生命保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目１番１号 882 5.0
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２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

イ　運用体制

（　略　）

※リスク管理部は８名程度、運用企画部は10名程度で構成されています。

（　略　）

＜訂正後＞

イ　運用体制

（　略　）

※リスク管理部は７名程度、運用企画部は10名程度で構成されています。

（　略　）
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３【投資リスク】

＜訂正前＞

イ　ファンドのもつリスクの特性

当ファンドは、主にわが国の債券を投資対象としています（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合

を含みます。）。当ファンドの基準価額は、組み入れた債券の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化等

の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、当ファンド

は預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありま

せん。また、当ファンドは、預金や保険契約と異なり、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま

せん。登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。

（　略　）

（ニ）収益分配金に関する留意事項

（　略　）

受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに

相当する場合があります。

（　略　）

＜訂正後＞

イ　ファンドのもつリスクの特性

当ファンドは、主にわが国の債券を投資対象としています（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合

を含みます。）。当ファンドの基準価額は、組み入れた債券の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化等

の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、当ファンド

は預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありま

せん。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対

象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。

（　略　）

（ニ）収益分配金に関する留意事項

（　略　）

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相

当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかっ

た場合も同様です。

（　略　）
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４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

イ　個別元本について

（　略　）

（ハ）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した

額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」については、下記の（収益分配金の課

税について）を参照。）

（　略　）

ハ　収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金

」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

（　略　）

②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特

別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者

が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、

その後の当該受益者の個別元本となります。

※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するもの

ではありません。

ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

（イ）個人の受益者に対する課税

ⅰ．収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、平成25年12月31日までは10％（所得税７％お

よび地方税３％）、平成26年１月１日以降は20％（所得税15％および地方税５％）の税率による源泉徴
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収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能

です。

ⅱ．一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の譲渡益については、平成25年12月31日までは10％（所得税７％および地方税

３％）、平成26年１月１日以降は20％（所得税15％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適

用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。

なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、上場株式等にかかる譲

渡益との通算が可能です。

（ロ）法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額につい

ては、平成25年12月31日までは７％（所得税のみ）、平成26年１月１日以降は15％（所得税のみ）の税率

で源泉徴収されます。

（　略　）

※上記にかかわらず、確定拠出年金制度における受益者が支払いを受ける収益分配金、一部解約金、償還金はいず

れも課税されません。

※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成23年７月末現在の情報をもとに作成してい

ます。税法の改正等により、変更されることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

＜訂正後＞

イ　個別元本について

（　略　）

（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払

戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別

分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参照。）

（　略　）

ハ　収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

（　略　）

②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元

本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通

分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその

個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま

す。
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※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するもの

ではありません。

ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

（イ）個人の受益者に対する課税

ⅰ．収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われ、申告不

要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。

時期 税率

平成24年12月31日まで 10％（所得税7％および地方税3％）

平成25年１月１日から

平成25年12月31日まで
10.147％（所得税7.147％および地方税3％）

平成26年１月１日以降 20.315％（所得税15.315％および地方税5％）

ⅱ．一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の譲渡益については、以下の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、

特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。

なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、上場株式等にかかる譲

渡益との通算が可能です。
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時期 税率

平成24年12月31日まで 10％（所得税7％および地方税3％）

平成25年１月１日から

平成25年12月31日まで
10.147％（所得税7.147％および地方税3％）

平成26年１月１日以降 20.315％（所得税15.315％および地方税5％）

（ロ）法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額につい

ては、以下の税率で源泉徴収されます。

時期 税率

平成24年12月31日まで 7％（所得税のみ）

平成25年１月１日から

平成25年12月31日まで
7.147％（所得税のみ）

平成26年１月１日以降 15.315％（所得税のみ）

（　略　）

※上記にかかわらず、確定拠出年金制度における受益者が支払いを受ける収益分配金、一部解約金、償還金はいず

れも課税されません。

※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成24年１月末現在の情報をもとに作成してい

ます。税法の改正等により、変更されることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

５【運用状況】
原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」の記載は、下記の通り更新されます。

（１）【投資状況】

平成24年１月31日現在

資産の種類 国／地域
時価合計

（円）

投資比率

（％）

国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド受益証券 日本 22,550,608,812 100.02

現金・預金・その他の資産(負債控除後) △4,196,347 △0.02

合計(純資産総額) 22,546,412,465 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。
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（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ　主要投資銘柄

平成24年１月31日現在

国／

地域
種類 銘柄名 数量（口）

帳簿価額

単価／金額

（円）

評価額

単価／金額

（円）

投資

比率

（％）

日本
親投資信託

受益証券

国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）

マザーファンド
18,330,847,677

1.2116

22,210,066,635

1.2302

22,550,608,812
100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ　種類別の投資比率

平成24年１月31日現在

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 100.02

合計 100.02

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

年月日
純資産総額

（円）

１万口当たりの

純資産額（円）

第１期（平成14年６月20日）　（分配落）

第１期（平成14年６月20日）　（分配付）

1,530,304

1,530,304

10,088

10,088

第２期（平成15年６月20日）　（分配落）

第２期（平成15年６月20日）　（分配付）

433,303,041

433,303,041

10,450

10,450
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第３期（平成16年６月21日）　（分配落）

第３期（平成16年６月21日）　（分配付）

1,957,629,825

1,957,629,825

10,039

10,039

第４期（平成17年６月20日）　（分配落）

第４期（平成17年６月20日）　（分配付）

4,272,433,992

4,272,433,992

10,424

10,424

第５期（平成18年６月20日）　（分配落）

第５期（平成18年６月20日）　（分配付）

5,602,798,014

5,602,798,014

10,189

10,189

第６期（平成19年６月20日）　（分配落）

第６期（平成19年６月20日）　（分配付）

8,161,980,557

8,161,980,557

10,306

10,306

第７期（平成20年６月20日）　（分配落）

第７期（平成20年６月20日）　（分配付）

10,479,608,829

10,479,608,829

10,504

10,504

第８期（平成21年６月22日）　（分配落）

第８期（平成21年６月22日）　（分配付）

13,202,228,067

13,202,228,067

10,880

10,880

第９期（平成22年６月21日）　（分配落）

第９期（平成22年６月21日）　（分配付）

15,866,374,412

15,866,374,412

11,240

11,240

第10期（平成23年６月20日）　（分配落）

第10期（平成23年６月20日）　（分配付）

18,787,548,365

18,787,548,365

11,379

11,379

第11期（中間期）（平成23年12月20日） 20,834,631,590 11,535

平成23年１月末日 17,892,487,287 11,282

平成23年２月末日 17,749,125,486 11,264

平成23年３月末日 18,238,728,133 11,261

平成23年４月末日 18,367,109,868 11,300

平成23年５月末日 18,743,072,836 11,346

平成23年６月末日 19,338,465,182 11,380

平成23年７月末日 19,527,246,608 11,420

平成23年８月末日 19,819,733,586 11,452

平成23年９月末日 20,186,359,343 11,493

平成23年10月末日 20,364,390,061 11,471

平成23年11月末日 20,673,759,216 11,467

平成23年12月末日 22,055,441,510 11,536

平成24年１月末日 22,546,412,465 11,557
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②【分配の推移】

計算期間 １万口当たり分配金（円）

第１期（平成14年１月４日～平成14年６月20日） 0

第２期（平成14年６月21日～平成15年６月20日） 0

第３期（平成15年６月21日～平成16年６月21日） 0

第４期（平成16年６月22日～平成17年６月20日） 0

第５期（平成17年６月21日～平成18年６月20日） 0

第６期（平成18年６月21日～平成19年６月20日） 0

第７期（平成19年６月21日～平成20年６月20日） 0

第８期（平成20年６月21日～平成21年６月22日） 0

第９期（平成21年６月23日～平成22年６月21日） 0

第10期（平成22年６月22日～平成23年６月20日） 0

③【収益率の推移】

計算期間 収益率（％）

第１期 0.9

第２期 3.6

第３期 △3.9

第４期 3.8

第５期 △2.3

第６期 1.1

第７期 1.9

第８期 3.6

第９期 3.3

第10期 1.2

第11期（中間期） 1.4

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価

額で除したものをいいます。

（４）【設定及び解約の実績】

計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第１期 1,517,016 0
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第２期 413,262,089 122,269

第３期 1,605,787,672 70,469,296

第４期 2,337,432,387 188,933,085

第５期 2,490,370,858 1,090,146,276

第６期 3,358,813,837 937,995,200

第７期 3,291,645,811 1,234,256,139

第８期 3,388,629,786 1,231,281,526

第９期 3,032,158,464 1,050,563,427

第10期 3,855,988,734 1,461,698,204

第11期（中間期） 2,179,827,505 627,654,142

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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〔参考情報：国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンドの投資状況・投資資産〕

（１）投資状況

平成24年１月31日現在

資産の種類 国／地域
時価合計

（円）

投資比率

（％）

国債証券 日本 120,572,028,190 74.68

地方債証券 日本 10,971,031,290 6.80

特殊債券 日本 16,970,472,002 10.51

韓国 100,006,000 0.06

小　計 17,070,478,002 10.57

社債券 日本 9,985,290,090 6.18

アメリカ 600,532,000 0.37

オーストラリア 197,128,000 0.12

イギリス 295,863,000 0.18

オランダ 194,888,000 0.12

小　計 11,273,701,090 6.98

現金・預金・その他の資産(負債控除後) 1,558,733,588 0.97

合計(純資産総額) 161,445,972,160 100.00

（２）投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成24年１月31日現在

国／

地域
種類 銘柄名

額面金額

（円）

帳簿価額

単価／金額

（円）

評価額

単価／金額

（円）

利率(％）／

償還期限

投資

比率

（％）

日本 国債証券 第253回利付国債（10年） 4,057,000,000
103.15

4,185,127,880

102.40

4,154,489,710

1.6

2013/9/20
2.57

日本 国債証券 第250回利付国債（10年） 4,019,000,000
100.66

4,045,733,350

100.52

4,039,938,990

0.5

2013/6/20
2.50
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日本 国債証券 第263回利付国債（10年） 3,635,000,000
104.26

3,790,145,000

103.75

3,771,457,900

1.6

2014/9/20
2.34

日本 国債証券 第272回利付国債（10年） 3,290,000,000
104.40

3,434,823,000

104.13

3,426,008,600

1.4

2015/9/20
2.12

日本 国債証券 第256回利付国債（10年） 3,305,000,000
102.95

3,402,804,950

102.38

3,383,890,350

1.4

2013/12/20
2.10

日本 国債証券 第265回利付国債（10年） 3,145,000,000
104.15

3,275,542,000

103.74

3,262,874,600

1.5

2014/12/20
2.02

日本 国債証券 第258回利付国債（10年） 3,180,000,000
102.94

3,273,523,800

102.46

3,258,418,800

1.3

2014/3/20
2.02

日本 国債証券 第268回利付国債（10年） 3,010,000,000
104.41

3,142,981,800

104.01

3,130,941,800

1.5

2015/3/20
1.94

日本 国債証券 第260回利付国債（10年） 2,996,000,000
104.03

3,116,850,900

103.43

3,098,822,720

1.6

2014/6/20
1.92

日本 国債証券 第274回利付国債（10年） 2,818,000,000
105.03

2,959,869,700

104.73

2,951,545,020

1.5

2015/12/20
1.83

日本 国債証券 第282回利付国債（10年） 2,756,000,000
106.42

2,933,086,100

106.34

2,930,757,960

1.7

2016/9/20
1.82

日本 国債証券 第280回利付国債（10年） 2,723,000,000
107.37

2,923,940,600

106.93

2,911,758,360

1.9

2016/6/20
1.80

日本 国債証券 第270回利付国債（10年） 2,803,000,000
103.84

2,910,886,100

103.60

2,903,936,030

1.3

2015/6/20
1.80

日本 国債証券 第277回利付国債（10年） 2,714,000,000
105.70

2,868,806,560

105.35

2,859,443,260

1.6

2016/3/20
1.77

日本 国債証券 第284回利付国債（10年） 2,470,000,000
106.69

2,635,465,600

106.60

2,633,020,000

1.7

2016/12/20
1.63

日本 国債証券 第315回利付国債（10年） 2,330,000,000
101.15

2,356,819,100

102.68

2,392,490,600

1.2

2021/6/20
1.48

日本 国債証券 第305回利付国債（10年） 2,140,000,000
103.53

2,215,708,000

104.79

2,242,527,400

1.3

2019/12/20
1.39

日本 国債証券 第312回利付国債（10年） 2,090,000,000
101.33

2,117,797,000

103.14

2,155,709,600

1.2

2020/12/20
1.34
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日本 国債証券 第310回利付国債（10年） 2,040,000,000
99.88

2,037,652,400

101.69

2,074,598,400

1

2020/9/20
1.29

日本 国債証券 第317回利付国債（10年） 2,040,000,000
100.45

2,049,282,000

101.54

2,071,558,800

1.1

2021/9/20
1.28

日本 国債証券 第306回利付国債（10年） 1,800,000,000
103.84

1,869,120,000

105.38

1,896,840,000

1.4

2020/3/20
1.17

日本 国債証券 第313回利付国債（10年） 1,800,000,000
101.98

1,835,676,500

103.76

1,867,788,000

1.3

2021/3/20
1.16

日本 国債証券 第303回利付国債（10年） 1,590,000,000
104.31

1,658,529,000

105.71

1,680,932,100

1.4

2019/9/20
1.04

日本 国債証券 第297回利付国債（10年） 1,494,000,000
104.93

1,567,670,700

105.80

1,580,756,580

1.4

2018/12/20
0.98

日本 国債証券 第289回利付国債（10年） 1,288,000,000
105.78

1,362,446,400

106.22

1,368,165,120

1.5

2017/12/20
0.85

日本 国債証券 第293回利付国債（10年） 1,241,000,000
107.79

1,337,673,900

108.26

1,343,581,060

1.8

2018/6/20
0.83

日本 国債証券 第308回利付国債（10年） 1,280,000,000
102.77

1,315,456,000

104.41

1,336,524,800

1.3

2020/6/20
0.83

日本 国債証券 第290回利付国債（10年） 1,242,000,000
105.11

1,305,515,880

105.69

1,312,694,640

1.4

2018/3/20
0.81

日本 国債証券 第288回利付国債（10年） 1,213,000,000
107.02

1,298,152,600

107.21

1,300,493,690

1.7

2017/9/20
0.81

日本 国債証券 第285回利付国債（10年） 1,184,000,000
106.81

1,264,630,400

106.84

1,265,080,320

1.7

2017/3/20
0.78

ロ　種類別の投資比率

平成24年１月31日現在

種類 投資比率（％）

国債証券 74.68

地方債証券 6.80

特殊債券 10.57

社債券 6.98

合計 99.03
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②　投資不動産物件

該当事項はありません。

③　その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

〔参考情報〕
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第３【ファンドの経理状況】

＜訂正前＞

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）

に基づいて作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第９期（平成21年６月23日から平成22年６月

21日まで）および第10期（平成22年６月22日から平成23年６月20日まで）の財務諸表について、有限責任 あず

さ監査法人により監査を受けております。

＜訂正後＞

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）

に基づいて作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第９期（平成21年６月23日から平成22年６月

21日まで）および第10期（平成22年６月22日から平成23年６月20日まで）の財務諸表について、有限責任 あず

さ監査法人により監査を受けております。

３．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令

第38号）ならびに同規則第38条の３、第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12

年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

４．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第11期中間計算期間（平成23年６月21日から

平成23年12月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

１【財務諸表】

［追加］
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原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表」に中間財務諸表（比較情報を除きま

す。）が追加されます。
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中間財務諸表
【三井住友・ＤＣ年金日本債券インデックス・ファンド】
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第11期中間計算期間
(平成23年12月20日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 7,166,332

親投資信託受益証券 20,851,530,641

未収利息 9

流動資産合計 20,858,696,982

資産合計 20,858,696,982

負債の部

流動負債

未払解約金 7,085,597

未払受託者報酬 3,144,423

未払委託者報酬 13,625,799

その他未払費用 209,573

流動負債合計 24,065,392

負債合計 24,065,392

純資産の部

元本等

元本 18,062,314,595

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,772,316,995

元本等合計 20,834,631,590

純資産合計 20,834,631,590

負債純資産合計 20,858,696,982
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第11期中間計算期間
自　平成23年６月21日
至　平成23年12月20日

営業収益

受取利息 2,255

有価証券売買等損益 286,166,124

営業収益合計 286,168,379

営業費用

受託者報酬 3,144,423

委託者報酬 13,625,799

その他費用 209,573

営業費用合計 16,979,795

営業利益 269,188,584

経常利益 269,188,584

中間純利益 269,188,584

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 5,040,605

期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,277,407,133

剰余金増加額又は欠損金減少額 317,582,254

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

317,582,254

剰余金減少額又は欠損金増加額 86,820,371

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

86,820,371

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,772,316,995
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針の注記）

項　目

第11期中間計算期間

自 平成23年６月21日

至 平成23年12月20日

資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券（売買目的有価証券）

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基

づいて評価しております。

（追加情報）

第11期中間計算期間

自 平成23年６月21日

至 平成23年12月20日

　当中間計算期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

項　目
第11期中間計算期間

（平成23年12月20日現在）

１．受益権総数 当中間計算期間の末日における受益権の総数

　 18,062,314,595口

２．１単位当たり純資産額 1.1535円

（１万口＝11,535円）

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項　目
第11期中間計算期間

（平成23年12月20日現在）

１．中間貸借対照表計上額、時価及び差

額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありま

せん。

２．時価の算定方法　 （1）有価証券（親投資信託受益証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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　 （2）派生商品評価勘定（デリバティブ取引）

　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

　 （3）コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。

（デリバティブ取引に関する注記）

第11期中間計算期間（平成23年12月20日現在）

第11期中間計算期間末現在、デリバティブ取引は行っておりません。
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（その他の注記）

項　目
第11期中間計算期間

（平成23年12月20日現在）

　　期首元本額 16,510,141,232円

　　期中追加設定元本額 2,179,827,505円

　　期中一部解約元本額 627,654,142円
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（参考情報）

　三井住友・ＤＣ年金日本債券インデックス・ファンドは、「国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ)マザーファンド」受

益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マ

ザーファンドの受益証券です。

　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

「国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ)マザーファンド」の状況

（１）貸借対照表

対象年月日 （平成23年12月20日現在）

科　目 金額(円)

資産の部 　

　 流動資産 　

　　コール・ローン 1,094,100,451

　　国債証券 118,129,700,510

　　地方債証券 11,276,863,750

　　特殊債券 17,508,648,512

　　社債券 11,093,007,680

　　未収入金 95,890,900

　　未収利息 406,521,936

　　前払費用 14,213,740

流動資産合計 159,618,947,479

資産合計 159,618,947,479

負債の部 　

　 流動負債 　

　　未払金 323,914,300

　　未払解約金 115,620,000

流動負債合計 439,534,300

負債合計 439,534,300

純資産の部 　

　 元本等 　

EDINET提出書類

三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

26/58



　　元本 　

　　 元本 129,671,117,967

　　剰余金 　

　　 剰余金又は欠損金（△） 29,508,295,212

元本等合計 159,179,413,179

純資産合計 159,179,413,179

負債純資産合計 159,618,947,479

（注）「国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ)マザーファンド」は、毎年６月20日（ただし、休業日の場合は翌営業

日）に決算を行います。上記の貸借対照表は平成23年12月20日現在における同マザーファンドの状況で

す。

EDINET提出書類

三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

27/58



（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目
自 平成23年６月21日

至 平成23年12月20日

資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券（売買目的有価証券）

　個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額

（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計

値等で評価しております。

（追加情報）

自 平成23年６月21日

至 平成23年12月20日

　当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目 （平成23年12月20日現在）

１．受益権総数 平成23年12月20日現在における受益権の総数

　 129,671,117,967口

２．１単位当たり純資産額 1.2276円

（１万口＝12,276円）

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項　目 （平成23年12月20日現在）

１．貸借対照表計上額、時価及び差額 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法 （1）有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

　 （2）派生商品評価勘定（デリバティブ取引）

　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
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　 （3）コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成23年12月20日現在）

　平成23年12月20日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

EDINET提出書類

三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

29/58



（その他の注記）

（平成23年12月20日現在）

　　本半期報告書における開示対象ファンドの

　　期首における当該親投資信託の元本額 135,996,949,897円

　　同期中における追加設定元本額 3,902,671,456円

　　同期中における一部解約元本額 10,228,503,386円

　　平成23年12月20日現在における元本の内訳

　　　 三井住友・ＤＣ年金日本債券インデックス・ファンド 16,985,606,583円

　　　 ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド 64,446,456,636円

　　　 国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,085,862,744円

　　　 ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞ 47,153,192,004円

　　　合　計 129,671,117,967円

２【ファンドの現況】
原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況」の記載は、下記の通り更新さ

れます。

【純資産額計算書】

平成24年１月31日現在

Ⅰ　資産総額 22,564,533,190円

Ⅱ　負債総額 18,120,725円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 22,546,412,465円

Ⅳ　発行済口数 19,509,178,586口

Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.1557円

（　１万口当たり純資産額 11,557円）
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

イ　資本金の額および株式数

平成23年７月29日現在

資本金の額 2,000百万円

会社が発行する株式の総数 60,000株

発行済株式総数 17,640株

（　略　）

＜訂正後＞

イ　資本金の額および株式数

平成24年１月31日現在

資本金の額 2,000百万円

会社が発行する株式の総数 60,000株

発行済株式総数 17,640株

（　略　）
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２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を

行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。

また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成23年７月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

（平成23年７月29日現在、単位：百万円）

本　数 純資産総額

株式投資信託

単位型
54

（　　 1）
84,660

（　　　 189）

追加型
285

（　 131）
4,845,660

（ 3,090,742）

計
339

（　 132）
4,930,320

（ 3,090,931）

公社債投資信託

単位型
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

追加型
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

計
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

合　計
339

（　 132）
4,930,320

（ 3,090,931）

※（　）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

＜訂正後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を

行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。

また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成24年１月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

（平成24年１月31日現在、単位：百万円）

本　数 純資産総額

株式投資信託

単位型
42

（　　 2）
54,123

（　　 5,170）

追加型
303

（　 132）
4,485,907

（ 2,950,917）

計
345

（　 134）
4,540,030

（ 2,956,087）

公社債投資信託

単位型
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

追加型
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

計
0

（　　 0）
0

（　　　　 0）

合　計
345

（　 134）
4,540,030

（ 2,956,087）

※（　）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。
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３【委託会社等の経理状況】

＜訂正前＞

１　当社の財務諸表は、第25期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）については、改正前の「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに

同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作

成しており、第26期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）については、改正後の「財務諸表等規則」

並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づ

いて作成しております。

２　当社は、第25期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193

条の２第１項の規定に基づき、あずさ監査法人の監査を受けており、第26期（平成22年４月１日から平成23年３

月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査

法人の監査を受けております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により平成22年７月１日付をもって、名称を有限責任 あずさ監

査法人に変更しております。

＜訂正後＞

１　当社の財務諸表は、第25期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）については、改正前の「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに

同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作

成しており、第26期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）については、改正後の「財務諸表等規則」

並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づ

いて作成しております。

　また、当社の中間財務諸表は、第27期中間会計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日まで)については、

「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及

び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成し

ております。

２　当社は、第25期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193

条の２第１項の規定に基づき、あずさ監査法人の監査を受けており、第26期（平成22年４月１日から平成23年３

月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査

法人の監査を受けております。

　また、第27期中間会計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品
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取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により平成22年７月１日付をもって、名称を有限責任 あずさ監

査法人に変更しております。

［追加］

原届出書「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　３ 委託会社等の経理状況」に下記の記載が「中間

財務諸表」として追加されます。
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中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

第27期中間会計期間

（平成23年９月30日）

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 15,908,684

　　有価証券 3,999,550

　　前払費用 273,540

　　未収委託者報酬 3,692,782

　　未収運用受託報酬 419,703

　　未収投資助言報酬 408,845

　　未収収益 16,131

　　繰延税金資産 216,398

　　その他 698

　　流動資産合計 24,936,334

　固定資産

　　有形固定資産 ※１ 404,703

　　無形固定資産 149,325

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 5,686,023

　　　その他 1,633,657

　　投資その他の資産合計 7,319,680

　　固定資産合計 7,873,709

　資産合計 32,810,044

負債の部

　流動負債

　　預り金 46,972

　　未払金 2,205,225
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　　未払費用 834,591

　　未払法人税等 756,091

　　前受収益 8,761

　　賞与引当金 320,687

　　その他 ※２ 80,148

　　流動負債合計 4,252,478

　固定負債

　　退職給付引当金 1,396,073

　　固定負債合計 1,396,073

　負債合計 5,648,551

EDINET提出書類

三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

36/58



純資産の部

　株主資本

　　資本金 2,000,000

　　資本剰余金

　　　資本準備金 8,628,984

　　　資本剰余金合計 8,628,984

　　利益剰余金

　　　利益準備金 284,245

　　　その他利益剰余金

　　　　配当準備積立金 60,000

　　　　別途積立金 1,476,959

　　　　繰越利益剰余金 15,201,075

　　　利益剰余金合計 17,022,279

　　株主資本合計 27,651,263

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △ 489,771

　　評価・換算差額等合計 △ 489,771

　純資産合計 27,161,492

負債純資産合計 32,810,044
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(2)中間損益計算書

（単位：千円）

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日

　　至　平成23年９月30日）

営業収益

　委託者報酬 13,337,108

　運用受託報酬 991,578

　投資助言報酬 879,806

　その他の営業収益 107,846

営業収益計 15,316,340

営業費用 9,774,282

一般管理費 ※１ 3,826,719

営業利益 1,715,338

営業外収益 ※２ 32,554

経常利益 1,747,893

特別利益 ※３ 111,902

特別損失 29,977

税引前中間純利益 1,829,819

法人税、住民税及び事業税 744,821

法人税等調整額 12,881

法人税等合計 757,702

中間純利益 1,072,117
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(3)中間株主資本等変動計算書

（単位：千円）

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日

　　至　平成23年９月30日）

株主資本

　資本金

　　当期首残高 2,000,000

　　当中間期末残高 2,000,000

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　当期首残高 8,628,984

　　　当中間期末残高 8,628,984

　　資本剰余金合計

　　　当期首残高 8,628,984

　　　当中間期末残高 8,628,984

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　当期首残高 284,245

　　　当中間期末残高 284,245

　　その他利益剰余金

　　　配当準備積立金

　　　　当期首残高 60,000

　　　　当中間期末残高 60,000

　　　別途積立金

　　　　当期首残高 1,476,959

　　　　当中間期末残高 1,476,959

　　　繰越利益剰余金

　　　　当期首残高 15,381,398

　　　　当中間期変動額

　　　　　剰余金の配当 △ 1,252,440

　　　　　中間純利益 1,072,117
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　　　　　当中間期変動額合計 △ 180,322

　　　　当中間期末残高 15,201,075

　　利益剰余金合計

　　　当期首残高 17,202,602

　　　当中間期変動額

　　　　剰余金の配当 △ 1,252,440

　　　　中間純利益 1,072,117

　　　　当中間期変動額合計 △ 180,322

　　　当中間期末残高 17,022,279

　株主資本合計

　　当期首残高 27,831,586

　　当中間期変動額

　　　剰余金の配当 △ 1,252,440

　　　中間純利益 1,072,117

　　　当中間期変動額合計 △ 180,322

　　当中間期末残高 27,651,263
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評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　当期首残高 110,498

　　当中間期変動額

　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △ 600,269

　　　当中間期変動額合計 △ 600,269

　　当中間期末残高 △ 489,771

　評価・換算差額等合計

　　当期首残高 110,498

　　当中間期変動額

　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △ 600,269

　　　当中間期変動額合計 △ 600,269

　　当中間期末残高 △ 489,771

純資産合計

　当期首残高 27,942,085

　当中間期変動額

　　剰余金の配当 △ 1,252,440

　　中間純利益 1,072,117

　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △ 600,269

　　当中間期変動額合計 △ 780,592

　当中間期末残高 27,161,492
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重要な会計方針

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日　 至　平成23年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価方法

　 （1）有価証券

・満期保有目的の債券…償却原価法

・子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

・その他有価証券

時価のあるもの…中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…移動平均法による原価法

　

２．固定資産の減価償却の方法

　 （1）有形固定資産

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

　

　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　　　　　建物　　　３～50年

　　　　　　　器具備品　３～20年

　

　 （2）無形固定資産

定額法によっております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

　

３．引当金の計上基準

　 （1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上し

ております。

　

　 （2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期

間において発生していると認められる額を計上しております。
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過去勤務債務については、発生時において全額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、発生時において全額を費用処理しております。

　

４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　 （1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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追加情報

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日　 至　平成23年９月30日）

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

　当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

注　　記　　事　　項

（中間貸借対照表関係）

第27期中間会計期間

（平成23年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　 812,990千円

※２．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に含めて表示しております。

３．　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。

当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

当座借越極度額の総額 10,000,000千円

借入実行残高 －

　　差引額 10,000,000千円

４．　当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年６月までの賃借料総額

60,830千円の支払保証を行っております。

（中間損益計算書関係）

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日　 至　平成23年９月30日）

※１．減価償却実施額

　　　有形固定資産　　　　　　66,377千円

　　　無形固定資産　　　　　　 4,380千円

　

※２．営業外収益のうち主要なもの

　　　受取利息　　　　　　　　 3,030千円
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　　　受取配当金　　　　　　　17,068千円

　　　為替差益　　　　　　　　 6,222千円

※３．特別利益のうち主要なもの

　　　受取和解金　　　　　　 108,451千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日　 至　平成23年９月30日）

１．発行済株式数に関する事項

当事業年度

期首株式数

当中間会計期

間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間

末株式数

普通株式 17,640株 － － 17,640株

２．配当に関する事項

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

一株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成23年6月24日

定時株主総会
普通株式 1,252,440 71,000

平成23年

　　　3月31日

平成23年

　　　6月27日

（リース取引関係）

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日　 至　平成23年９月30日）

１．オペレーティング・リース取引

　（借主側）

　　 　未経過リース料（解約不能のもの）

　１年以内 672,143千円

　１年超 621,833千円

　合　　計 1,293,976千円
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（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

平成23年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時

価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。

（単位：千円）

第27期中間会計期間

（平成23年９月30日）

区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1)　現金及び預金 15,908,684 15,908,684 －

(2)　未収委託者報酬 3,692,782 3,692,782 －

(3)　未収運用受託報酬 419,703 419,703 －

(4)　未収投資助言報酬 408,845 408,845 －

(5)　有価証券及び投資有価証券

　　 ①満期保有目的の債券 3,999,550 3,999,200 △350

　　 ②その他有価証券 5,637,282 5,637,282 －

(6)　投資その他の資産

　　 ①長期差入保証金 680,723 680,723 －

資産計 30,747,572 30,747,222 △350

(1)　未払金

　　 ①未払手数料 2,068,789 2,068,789 －

負債計 2,068,789 2,068,789 －

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬　及び（4）未収投資助言報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま

す。

（5）有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券については取引金融機関から提示された価格及び業界団体が公表する売買

参考統計値等によって、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表

されている基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

（6）投資その他の資産
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①長期差入保証金

これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっています。

負　債

（1）未払金

①未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

ます。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

第27期中間会計期間

（平成23年９月30日）

内容 中間貸借対照表計上額

(1)　子会社株式 234,921

　　　　　合計 234,921

(2)　その他有価証券

　　 ①非上場株式 　 298

　　 ②投資証券 48,443

　　　　　合計 48,741

その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、

「(5)②その他有価証券」には含めておりません。

子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることか

ら、時価開示の対象とはしておりません。

（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

（単位：千円）

第27期中間会計期間

（平成23年９月30日）

区分
中間貸借対照表

時価 差額
計上額

(1)中間貸借対照表日の時価が中間

　 貸借対照表計上額を超えるもの
－ － －

小計 － － －

(2)中間貸借対照表日の時価が中間

　 貸借対照表計上額を超えないもの 3,999,550 3,999,200 △350

小計 3,999,550 3,999,200 △350

合計 3,999,550 3,999,200 △350

２．子会社株式及び関連会社株式

第27期中間会計期間
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（平成23年９月30日）

　子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　234,921千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること

が極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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３．その他有価証券

（単位：千円）

第27期中間会計期間

（平成23年９月30日）

区分
中間貸借対照表

取得原価 差額
計上額

(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を

　 超えるもの

　 投資信託等 96,513 90,990 5,523

小計 96,513 90,990 5,523

(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を

　 超えないもの

　 投資信託等 5,540,768 6,036,063 △495,294

小計 5,540,768 6,036,063 △495,294

合計 5,637,282 6,127,053 △489,771

（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　48,741千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、記載しておりません。また、上記の表中にある「中間貸借対照表計上

額」は、減損処理後の帳簿価額です。当中間会計期間における減損処理額は301千円です。

（デリバティブ取引関係）

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日　 至　平成23年９月30日）

　　当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日　 至　平成23年９月30日）

　　該当事項はありません。

（資産除去債務等）

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日　 至　平成23年９月30日）
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　　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日　 至　平成23年９月30日）

（セグメント情報）

　当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの

営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ており

ます。

　従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類

別セグメント情報の記載を省略しております。

（関連情報）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計

外部顧客への売上高 13,337,108 991,578 879,806 107,846 15,316,340

２．地域ごとの情報

　（1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売

上高の記載を省略しております。

　（2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地

域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。
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（１株当たり情報）

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日　 至　平成23年９月30日）

　　　　 １株当たり純資産額　　1,539,767円16銭

　　　　 １株当たり中間純利益　　 60,777円60銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

　　　　中間貸借対照表の純資産の部の合計額 27,161,492千円

　　　　普通株式に係る純資産額 27,161,492千円

　　　　普通株式の発行済株式数 17,640株

　　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 17,640株

　　　１株当たり中間純利益の算定上の基礎

　　　　中間損益計算書上の中間純利益 1,072,117千円

　　　　普通株式に係る中間純利益 1,072,117千円

　　　　普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

　　　　　該当事項はありません。

　　　　普通株式の期中平均株式数 17,640株

（重要な後発事象）

第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日　 至　平成23年９月30日）

　　該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

イ　受託会社

（イ）名称　　　　　中央三井アセット信託銀行株式会社

（ロ）資本金の額　　11,000百万円（平成23年３月末現在）

（ハ）事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき

信託業務を営んでいます。

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

・　名称　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

・　資本金の額　　51,000百万円（平成23年３月末現在）

・　事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき

信託業務を営んでいます。

ロ　販売会社

（イ）名称 （ロ）資本金の額
※ （ハ）事業の内容

株式会社みずほコーポレート銀行 1,404,065百万円銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。

株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円

三井住友海上火災保険株式会社 139,595百万円保険業法に基づき、損害保険業を営んでいます。

住友生命保険相互会社 439,000百万円保険業法に基づき、保険業を営んでいます。

三井生命保険株式会社 167,280百万円

※資本金の額は、平成23年３月末現在。

住友生命保険相互会社の資本金の額は、平成23年３月末現在の基金および基金償却積立金の合計額を記載

しております。
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＜訂正後＞

イ　受託会社

（イ）名称　　　　　中央三井アセット信託銀行株式会社
※

（ロ）資本金の額　　11,000百万円（平成23年９月末現在）

（ハ）事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき

信託業務を営んでいます。

※関係当局の認可等を前提に、平成24年４月１日付で中央三井信託銀行株式会社および住友信託銀行株式会社

と合併し、新商号を三井住友信託銀行株式会社とする予定です。

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

・　名称　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

・　資本金の額　　51,000百万円（平成23年９月末現在）

・　事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき

信託業務を営んでいます。

ロ　販売会社

（イ）名称 （ロ）資本金の額
※ （ハ）事業の内容

株式会社みずほコーポレート銀行 1,404,065百万円銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。

株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円

三井住友海上火災保険株式会社 139,595百万円保険業法に基づき、損害保険業を営んでいます。

住友生命保険相互会社 439,000百万円保険業法に基づき、保険業を営んでいます。

三井生命保険株式会社 167,280百万円

※資本金の額は、平成23年９月末現在。

住友生命保険相互会社の資本金の額は、平成23年９月末現在の基金および基金償却積立金の合計額を記載

しております。
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独立監査人の中間監査報告書

平成２４年２月２１日

三井住友アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 鈴 木　敏 夫　印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金日本債券インデックス・ファンドの平成２３年６月２１日から平成２３

年１２月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中

間注記表について中間監査を行った。

　

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財

務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査

手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監

査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有

用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、三井住友・ＤＣ年金日本債券インデックス・ファンドの平成２３年１２月２０日現在の信託財産の状態及び

同日をもって終了する中間計算期間（平成２３年６月２１日から平成２３年１２月２０日まで）の損益の状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。

　

利害関係

三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

委託会社の中間監査報告書へ
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独立監査人の中間監査報告書

平成23年12月15日

三井住友アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 鈴 木　敏 夫　 印

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 辰 巳　幸 久　 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成23年４月１日から平成24年

３月31日までの第27期事業年度の中間会計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る

中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及

びその他の注記について中間監査を行った。
　
中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間

財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用

することが含まれる。
　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基

準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務

諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的

な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めて

いる。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べ

て監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正

又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監

査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性につ

いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な

中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討す

る。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作

成基準に準拠して、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成23年９月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）の経営成績に関する有

用な情報を表示しているものと認める。
　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

　

以　上

※上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。
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